
知事許可漁業に係る制限措置の公示

漁業法（昭和24年法律第267号）第58条において準用する第42条第１項の規

定に基づき，知事許可漁業に係る制限措置の内容を別紙のとおり定めた。
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１ もじゃこ漁業

（１）制限措置

（２）申請すべき期間

番号１ 令和６年２月９日（金）から同月16日（金）まで

番号２ 令和６年２月14日（水）から同月21日（水）まで

（３）漁業許可の有効期間

令和６年３月１日から同年７月31日まで

（４）短期許可の理由

もじゃこ漁業は，ぶり養殖用種苗の稚魚を採捕する漁業であり，過剰な量の採捕

は資源管理上問題である。また，本県海域へ来遊する時期についても限定されている

ことから，これらを踏まえて短期許可する必要がある。



２ 機船船びき網漁業

（１）制限措置

（２）申請すべき期間

令和６年２月20日（火）から同年２月29日（木）まで

（３）漁業許可の有効期間

許可日から１年間

（４）短期許可の理由

今回の許可は，水面の総合利用を図る上で必要となる課題について確認する

ことを目的としており，その後の許可は，操業状況等を総合的に考慮し，制

限措置の内容等を含め判断することから，短期許可する必要がある。



３ かご漁業

（１）制限措置





（２）申請すべき期間

令和６年１月４日（木）から同月31日（水）まで
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